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第１章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定の趣旨 

近年、国の障害のある人への施策は大きく変化しました。障害者基本法は、平成16年

の一部改正において障害を理由とする差別や権利侵害をしてはならないことが、平成23

年の一部改正において「地域社会における共生」の実現が盛り込まれました。また、障

害福祉サービス等の提供に関する法制度は、平成15年からは身体や知的障害を対象とし

て利用者がサービスを選択する「支援費制度」が施行され、平成18年からは障害者自立

支援法により、精神障害を含めたサービスへと再構築されました。その後、平成25年に

は障害のある人と障害のない人が地域で共に暮らす社会を目指し、障害者自立支援法が

見直され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害

者総合支援法）が施行されました。 

その後、障害者総合支援法は平成28年６月に改正され、障害のある人が自らの望む地

域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の充実等の見直しが

行われました。また、同じく改正された児童福祉法により、障害のある子どもに対する

支援の提供体制の構築を計画的に推進するため、自治体に「障害児福祉計画」の策定が

義務付けられました。 

このような社会情勢の変化に的確に対応し、本市の障害福祉の一層の充実を図るため

「共に支え合い 住み慣れた地域で 誰もが安心して暮らせる社会の実現」を共通の基本

理念として、「野々市障害者基本計画」（以下、基本計画）を改定するとともに、

「野々市市第５期障害福祉計画」（以下、障害福祉計画）及び「野々市市第１期障害児

福祉計画」（以下、障害児福祉計画）を一体的に策定します。 

なお、本計画は、次の事項を定め、障害福祉サービス等を円滑に実施していくことを目

的とします。 

①平成 32年度を目標年度として、「福祉施設から地域生活への移行促進」や「福祉施設

から一般就労への移行促進」等についての成果目標を定めます。 

②平成 32 年度までの障害福祉サービス等の年度ごとの量の見込みと確保方策を定めま

す。 
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第２節 計画の位置づけ 

１．野々市市第５期障害福祉計画と野々市市第１期障害児福祉計画の位置づけ 

障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88条に定める「市町村障害福祉計画」として、障

害児福祉計画は、児童福祉法第 33条の 20に定める「市町村障害児福祉計画」として策定

します。 

 

２．野々市市障害者基本計画との関係 

本計画は、障害者基本法に基づき、障害のある人のための施策に関する基本的な事項を

定める基本計画の下位計画となります。本計画は、基本計画に記載される基本目標「１．

障害福祉サービスの提供体制づくり」に紐付く施策等の実施計画として、本市の障害福祉

サービス等の提供体制の確保に係る目標及びその見込量等を定めます。 

 

図 1 計画の位置づけ 
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図 2 根拠法令と役割の整理 
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第３節 計画の期間 

平成 30年度から 32年度までを第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の期間とし

ます。なお、定期的に調査、分析及び評価を行った結果、策定された計画を変更すること

があります。 

 

図 3 計画の期間 
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第２章 野々市市の障害のある人の現状 

第１節 人口構造 

１．野々市市全体の人口の推移 

本市の平成27年の人口は55,099人で、今後も増加することが想定されています。ま

た、高齢化率が増加傾向にあります。 

図 4 人口の推移 

 
※統計上の年齢不詳を除いているため、各年の年齢３区分人口の和は、総人口と一致しない 

資料：国勢調査(各年 10 月１日)、推計値は福祉総務課が独自に算出 

２．世帯数の推移 

本市の平成27年の世帯数は24,759世帯で、今後も増加することが想定されています。

また、１世帯あたり人員が減少傾向にあります。 

図 5 世帯数の推移 

 
資料：国勢調査(各年 10 月１日)、推計値は福祉総務課が独自に算出 
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第２節 障害のある人の状況 

１．手帳所持者数 

（１）手帳所持者の推移 

本市の身体障害者手帳所持者は微減、療育手帳所持者（知的障害のある人）は微増、

精神障害者保健福祉手帳所持者は増加する傾向にあります。65歳未満の手帳所持者数を

みると微増する傾向にあり、平成29年度末では1,024人となっています。 

子ども（18歳未満）の手帳所持者数をみると、身体障害者手帳所持者は減少、療育手

帳所持者は増加、精神障害者保健福祉手帳所持者は微増する傾向にあります。 

図 6 手帳所持者の推移 

 
※平成 26 年度以前の 65 歳未満の療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者数は記録なし 

資料：福祉総務課 

図 7 子どもの手帳所持者の推移 

 
※平成 26 年度以前の 65 歳未満の療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者数は記録なし 

資料：福祉総務課  
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（２）身体障害者手帳所持者数の推移 

本市の平成29年度末の身体障害者手帳所持者は1,368人で、障害の部位別では、「肢

体」が745人と最も多くなっています。 

本市の平成29年度末の子どもの身体障害者手帳所持者は33人で、障害の部位別では、

「肢体」が17人と最も多くなっています。 

 

図 8 身体障害者手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 

図 9 子どもの身体障害者手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 
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（３）療育手帳所持者数の推移 

本市の平成29年度末の療育手帳所持者は331人で、その内訳は「判定Ａ」が135人、

「判定Ｂ」が196人となっています。 

本市の平成29年度末の子どもの療育手帳所持者は91人で、その内訳は「判定Ａ」が34

人、「判定Ｂ」が57人となっています。 

 

図 10 療育手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 

 

図 11 子どもの療育手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

本市の平成29年度末の精神障害者保健福祉手帳所持者は321人で、その内訳は「１級」

が22人、「２級」が257人、「３級」が42人となっています。 

本市の平成29年度末の子どもの精神障害者保健福祉手帳所持者は８人で、その内訳は

「２級」が７人、「３級」が１人となっています。 

 

図 12 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 

 

図 13 子どもの精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 
資料：福祉総務課 
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（５）難病患者等 

障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給対象として358疾病が難病と指定さ

れ、この内、難病の患者に対する医療等に関する法律により医療費の助成対象となる疾

病として331疾病が指定されています。また、18歳未満（20歳前日まで延長可）の医療費

の助成対象となる小児慢性特定疾病については、児童福祉法で756疾病が定められていま

す。 

本市の平成29年度末の難病に対する医療費給付の受給者証所持者数は381人で、平成28

年度まで増加傾向にあったものの、平成29年度は減少に転じています。しかし、これは

制度改正に伴う一時的な変動であると考えられるため、今後は増加傾向がしばらく続く

ことが想定されます。 

 

図 14 難病に対する医療費給付の受給者証所持者数の推移 

 

※平成27年１月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、 

医療費助成の対象疾患が拡大されている 

資料：石川中央保健福祉センター「健康しかけ人白書」 
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２．主な取り組みの事業規模 

本計画の事業規模の状況を把握するため、規模の大きい主な事業について、事業規模

を示します。 

 

（１）主な障害福祉サービスの事業規模 

障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立

した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」、障害児を対象とした「障

害児通所給付」等があります。 

近年、「介護給付」の利用者数は横ばいで推移し、「訓練等給付」「障害児通所給

付」の利用者数が増加しています。また、給付金額はいずれも増加傾向にあります。 

 

図 15 主な障害福祉サービスの事業規模の推移 

 

資料：福祉総務課 
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（２）主な医療費助成の事業規模 

①心身障害者医療費の助成規模の推移 

身体障害者手帳１級～４級、または療育手帳の交付を受けている方を対象に、必要

とする医療を受けられるよう、医療費（保険対象自己負担分）を公費負担し、心身障

害のある人の健康の保持及び生活の安定を図っています。 

近年、心身障害者医療費の助成規模は減少傾向にあります。 

 

図 16 心身障害者医療費の助成規模の推移 

 

資料：福祉総務課 

②心身障害者医療費の助成の利用状況の推移 

心身障害者医療費の助成の利用状況を以下に示します。 

 

■ 心身障害者医療費の助成状況                             （単位：人） 

区  分 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

受給者数 1,315 1,298 1,283 1,276 1,308 
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第３章 計画の基本理念 

第１節 本市の障害福祉分野における計画の基本理念と基本目標 

１．基本理念 

基本計画、障害福祉計画、障害児福祉計画は、障害福祉施策を効果的に推進する観点

から、一体的に取り組んでいく必要があります。 

そこで、障害福祉分野における計画の共通の基本理念と基本目標を次のとおり掲げ、

施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念には、以下のような意味が込められています。 

 

共に支え合い 

障害の有無によらず、誰もが社会の一員として、参加・貢

献する共生社会を築いていくことを目指します。そのた

めに、障害についての理解を深め、社会参加の機会を増や

し、社会的な障壁をなくしていくことに取り組みます。 

住み慣れた地域で 

障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活が送れる

状態を目指します。そのために、地域への参加の促進や、

自助・共助・公助の考え方に基づいた支え合いの推進に取

り組みます。 

誰もが安心して 

暮らせる社会の実現 

「共に支え合い」「住み慣れた地域で」暮らすために、障

害のある人の生活を支える適切な支援を提供していくこ

とを目指します。そのために、支援ニーズに応じた障害福

祉サービスの量と質の充実に取り組んでいきます。 

共に支え合い 住み慣れた地域で 

誰もが安心して暮らせる社会の実現 
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２．基本目標 

基本理念の下に、以下の基本目標を設定し、実現に向けて様々な施策を推進します。 

 

（１）障害福祉サービスの提供体制づくり 

障害のある人の多様化するニーズに応じて、必要な障害福祉サービスを継続的に提

供していくためサービス提供体制の充実を推進します。 

障害のある人の生活の自立、経済的な自立を支援します。また、障害のある子ども

の療育体制を充実していきます。 

 

（２）安心して暮らせる地域づくり 

障害のある人が地域の中で、安心して暮らすために、地域の理解を促進し、参加と

支え合いによる地域の協力体制を強化していきます。 

障害の有無に関わらず、地域社会に参加し、交流を深めていく地域づくりを推進し

ます。また、見守り・支え合いのネットワークづくりを促進していきます。 

 

（３）支援者のチーム力を高めるネットワークづくり 

人材や事業費等の限られた資源を有効に活用し、効率的かつ効果的に障害福祉サー

ビスを提供していくため、サービス体系を支える関係者との連携を強化していきま

す。 

地域生活支援拠点の機能を確保していくために、体制づくりを推進します。各種相

談窓口をネットワーク化して情報を集約し、関係者との情報共有を図ることでサービ

スの質を向上させます。また、共生社会のあり方を研究していきます。 

 

（４）障害福祉を支える基盤づくり 

障害福祉を推進していくため、ソフト・ハードの両面から基盤の強化に取り組みま

す。 

障害福祉を支えるソフトの基盤として、情報発信、差別解消、権利擁護、虐待防

止、福祉教育を推進します。また、障害福祉を支えるハードの基盤として、住環境整

備や防災・防犯対策に取り組みます。 

 

（５）障害のある人の生活の質の向上 

障害のある人が、主体的に活動することで、自らの生活の質を高められるようにす

るため、様々な社会活動へ参加できる環境を整えていきます。 

生涯学習、スポーツ、文化、健康づくり等の活動の関係者と連携し、障害の有無に

関わらず活動を楽しめる環境づくりを推進します。 
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３．基本計画の施策体系と本計画の範囲 

本市の障害福祉分野の施策全体の方向性を示す基本計画は、以下の施策体系で構成さ

れています。 

本計画では、主に基本目標「１．障害福祉サービスの提供体制づくり」に紐付く障害

福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標とその内容及び見込量等を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス等の提

供体制の確保に係る目標と

その内容及び見込量等を

定めます。 

基本目標 施策 基本理念 

３．支援の総合力を高め 

るネットワークづくり 

４．障害福祉を支える 

基盤づくり 

５．障害のある人の 

生活の質の向上 

(１) 自立した生活の支援 

(２) 経済的自立の支援 

(３) 障害のある子どもの 

自立支援 

１．障害福祉サービス 

の提供体制づくり 

２．安心して暮らせる 

地域づくり 

共
に
支
え
合
い 

住
み
慣
れ
た
地
域
で 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現 

(１) 障害福祉サービスの 

ネットワークの強化 

(２) 情報共有による障害福 

祉サービスの質の向上 

(３) 高齢者・障害のある人 

等との共生の推進 

(１) 情報発信の充実 

(２) 差別解消・権利擁護・ 

虐待防止の推進 

(３) 福祉教育の充実 

(４) 生活環境の整備 

(５) 防災・防犯対策の推進 

(１) 生涯学習の充実 

(２) スポーツ・レクリエー 

ション活動の充実 

(３) 芸術・文化活動の推進 

(４) 健康づくりの推進 

(１) 地域の理解の促進 

(２) 地域社会への参加 

(３) 交流・ふれあいの推進 

(４) 見守り・支え合いの 

ネットワークづくり 

本計画の範囲 
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第４章 障害福祉サービスの展開 

第１節 障害者総合支援法及び児童福祉法におけるサービスの体系 

１．サービスの体系 

本計画で展開するサービスは、障害者総合支援法による自立支援給付と地域生活支援事業、

児童福祉法による児童通所支援から構成されます。 

 

  図 17 サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆相談支援 
 ・計画相談支援 
 ・地域移行支援 
 ・地域定着支援 

指定障害福祉サービス 

（３）地域生活支援事業（障害者総合支援法） 

 
・理解促進研修・啓発 
・自発的活動支援 
・相談支援 
・成年後見制度利用支援 
・意志疎通支援 

 
◆介護給付 
 ・居宅介護（ホームヘルプ） 
 ・重度訪問介護 
 ・重度障害者等包括支援 
 ・行動援護 
 ・同行援護 
 ・生活介護 
 ・療養介護 
 ・短期入所 
 ・施設入所支援 

◆訓練等給付 
 ・自立訓練 
 ・就労移行支援 
 ・就労継続支援 

（A-B 型） 
 ・就労定着支援 
 ・共同生活援助 
（グループホーム） 
 ・自立生活援助 

 
◆自立支援医療 
 ･ 更生医療 
 ･ 育成医療 
 ･ 療養介護医療 
 ･ 精神通院公費※ 
  ※実施主体は都道府県等 ◆補装具費 

（１）自立支援給付（障害者総合支援法） 

・生活訓練 
・日中一時支援 
・レクリエーション活動 等 
・自動車運転免許取得費 
・自動車改造費助成 

 

 
（２）障害児通所支援（児童福祉法） 

 
◆児童通所支援 
 ・児童発達支援     ・医療型児童発達支援 
 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 
・保育所等訪問支援 

◆障害児相談支援 

 

・日常生活用具の給付 
・手話奉仕員養成研修 
・移動支援 
・地域活動支援センター 
・訪問入浴サービス 
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２．事業の内容 

本計画で展開するサービスの内容を以下に示します。なお、介護給付及び訓練等給付のサー

ビスは利用の場面ごとに記載します。 
 

図 18 介護給付及び訓練等給付のサービスの利用の場面ごとの整理 

 訪問系サービス 日中活動系サービス 居住系サービス 

介護給付 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

重度障害者等包括支援 

行動援護 

同行援護 

生活介護 

療養介護 

短期入所 

施設入所支援 

訓練等給付  

自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援（A型・B型） 

就労定着支援 

自立生活援助 

共同生活援助 

（グループホーム） 

 

（１）自立支援給付 

①訪問系サービス 

ア．居宅介護（ホームヘルプサービス） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を提供します。 
 

イ．重度訪問介護 

重度の肢体不自由で常に介護を必要とする方に、自宅で介護や外出時の移動支

援等を総合的に提供します。 
 

ウ．重度障害者等包括支援 

介護の必要性がとても高い重度障害のある方に、居宅介護等複数のサービスを

包括的に提供します。 
 

エ．行動援護 

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必

要な支援や外出支援を提供します。 
 

オ．同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難のある方等に、移動に必要な情報の支援

（代筆・代読を含む）、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要な援助を提

供します。 

 

②日中活動系サービス 

ア．生活介護 

常時介護を必要とする障害のある方で、主に昼間に障害者支援施設で入浴・排

せつ・食事の介護、創作的活動または生産活動の機会等を提供します。 
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利用対象者は、常時介護が必要な方で、障害支援区分３（施設入居者は障害支

援区分４）以上、また 50歳以上の障害のある方の場合、障害支援区分２（施設

入居者は障害支援区分３）以上の人が想定されています。 
 

イ．自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、身体機能または生

活能力の向上のための訓練等を提供するもので、機能訓練と生活訓練に分けられ

ています。 

このうち、機能訓練は、身体障害のある方のリハビリテーションや身体機能の

維持・回復などを行うものです。生活訓練は、知的障害のある方と精神障害のあ

る方の生活能力の維持・向上などを行うものです。両訓練とも訓練の長期化を回

避するため、標準利用期間が設定されています。 
 

ウ．就労移行支援 

就労を希望する障害のある方に対して、一定期間、生産活動等の機会を提供す

ることにより、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等を行います。標準利

用期間が定められています。 
 

エ．就労継続支援 

一般企業等での就労が困難な方に対して、就労の機会や生産活動等の機会を提

供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。この事業

には、Ａ型とＢ型の２つのタイプがあり、内容は次のとおりです。 

Ａ型：雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害のある方であって、就労

移行支援事業で、一般企業の雇用に結びつかなかった方、盲・ろう・養

護学校を卒業して雇用に結びつかなかった方、一般企業を離職した方や

就労経験のある方等が対象となります。 

Ｂ型：就労の機会を通じて、生産活動に関する知識や能力の向上が期待される

方で、就労移行支援事業により、一般企業の雇用に結びつかなかった

方、一般企業等での就労経験のある方で、年齢や体力の面から雇用され

ることが困難な方、一定の年齢に達している方が対象となります。 
 

オ．療養介護 

医療及び常時介護を必要とする障害のある方に対して、主に昼間に病院や施設

で機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理の下の介護、日常生活上の世話等

を提供します。利用期限は定められていません。 

利用対象者は、医療及び常時介護を必要とする障害のある方のうち、長期の入

院による医学的ケアを要する方で、ＡＬＳ患者等気管切開を伴う人工呼吸器によ

る呼吸管理を行っている障害支援区分６、あるいは筋ジストロフィー患者・重症

心身障害のある方で障害支援区分５以上の方を想定しています。 
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カ．短期入所 

居宅で介護を行う人が疾病等で介護ができない場合に、障害のある方を障害者

支援施設等へ短期間入居させ、入浴・排せつ・食事の介護等を提供するもので

す。 

 

③居住系サービス 

ア．共同生活援助（グループホーム） 

地域において共同生活を営むのに支障のない方に対して、主に夜間において共

同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助を行います。利用期限はありませ

ん。 

利用対象者は、就労又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害の

ある方、精神障害のある方であって、地域において自立した日常生活を営むうえ

で相談等の日常生活上の援助を必要とする人が想定されています。 
 

イ．施設入所支援 

施設に入所している障害のある方に対して、主に夜間に入浴・排せつ・食事の

介護等を提供します。 

 

④相談支援 

ア．計画相談支援 

障害福祉サービス及び地域相談支援を利用する方を対象に支給決定又は支給決

定の変更前後に、サービス等利用計画を作成するとともに、モニタリングを行い

ます。 
 

イ．地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している方又は入院している精神障害のある方を対象

に、地域生活に移行するための相談や住居の確保、新生活の準備等の支援を行い

ます。 
 

ウ．地域定着支援 

施設や病院から地域生活へ移行した方等を対象に、常時の連絡体制を確保して

緊急時に相談や訪問等の支援を行います。 

 

（２）障害児通所支援 

①障害児通所支援 

ア．児童発達支援 

児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業

所の２類型に大別されます。様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受

けられます。 
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イ．放課後等デイサービス 

学校就学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中にお

いて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって

障害のある子どもの自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進し

ます。 
 

ウ．保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある子ども、今後利用する予定の障害のある子

どもに対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な

支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 

 

②障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する児童を対象に支給決定又は支給決定の変更前後に、

障害児支援利用計画を作成するとともに、モニタリングを行います。 

 

（３）地域生活支援事業 

①必須事業 

ア．理解促進研修・啓発事業 

障害のある方に対する理解を深めるため教室等の開催、事業所訪問、イベント

開催、広報活動等の研修や啓発事業を行います。 
 

イ．自発的活動支援事業 

障害のある方やその家族、地域住民等が自発的に行うピアサポート、災害対

策、孤立防止活動支援、ボランティア活動支援等の活動を支援します。 
 

ウ．相談支援事業 

障害のある人、保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支

援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。 

また、自立支援協議会の活用により、相談支援体制やネットワークを構築しま

す。 
 

エ．成年後見制度利用支援事業 

補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成

します。 
 

オ．成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見等の業務を適正に行う法人を確保するための研修・組織体制の整備、

活動支援を行います。 
 

カ．意志疎通支援事業 

聴覚に障害のある方の社会生活における意志疎通を仲介するため、手話通訳者

又は要約筆記者を派遣します。 
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キ．日常生活用具給付事業 

特殊寝台等、障害のある方が日常生活を営むために必要な用具を給付します。

介護・訓練用具、自立生活用具、在宅療養等用具、情報・意思疎通用具、排せつ

管理用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の６種類の用具があります。 
 

ク．手話奉仕員養成研修事業 

聴覚に障害のある方等との交流活動の促進等の支援者として期待される日常会

話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修します。 
 

ケ．移動支援事業 

円滑に外出できるよう支援します。個別支援型、グループ支援型があり、対象

者は、屋外での移動に支援が必要な、１）体幹もしくは両上下肢の障害で１級に

相当する障害のある方、２）知的障害のある方、３）一人での外出が困難な精神

障害のある方、４）難病患者等のうち、１）と同程度の方、５）発達障害と診断

された方です。 
 

コ．地域活動支援センター 

創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。基

礎的事業は、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施しま

す。 

 

②任意事業 

ア．訪問入浴サービス事業 

自宅での入浴が困難な障害のある方を対象に、居宅において入浴サービスを提

供し、身体の清潔保持等を図ります。 
 

イ．生活訓練等事業 

中途失明又は失聴した方や介護者が障害、疾病、高齢、就労等により介護でき

なくなった視覚障害の方又は聴覚障害の方に対し、日常生活上必要な訓練や指導

等を行います。 
 

ウ．日中一時支援事業 

家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息のために、障害

のある方に日中の活動の場を提供します。 
 

エ．レクリエーション活動等事業 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害のある方等の体力増強、交

流、余暇等に資するため、障害者スポーツ交流大会を開催します。 
 

オ．自動車運転免許取得・改造助成事業 

重度身体障害の方の社会参加促進のために、自動車運転免許の取得に要する経

費及び就労等に必要な自動車の取得費又は改造費を一部助成します。 
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第２節 成果目標と活動指標 

１．成果目標 

本市の障害福祉分野における計画の基本理念の実現に向けて、地域生活移行や就労支

援等に必要な障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標として、成果目標を設定

します。 
 

（１）施設入所者の地域生活への移行（継続） 

〔第４期計画の実績〕 
 

項   目 数 値 備   考 

基準値 
H25年度末時点の

施設入所者数 
49人 ・H26.3.31現在の施設入所者数 

目標値 

地域移行者数 
9人 

（12％+3人） 

・H29年度末段階で、施設入所者のうち、施設入所か

らグループホーム等へ移行する人数。（割合は、地域

移行者数を施設入所者で除した値）+第 3期未達成分

加算（3人） 

施設入所者削減数 
2人 

（4％） 

・H29年度末段階での削減見込数。 

（割合は、削減見込数を H26.3.31 時点の全施設入所

者で除した値） 

実績値 

地域移行者数 
0人 

（0％） 
・H29年度末段階の地域移行者数 

施設入所者削減数 
0人 

（0％） 
・H29年度末段階の施設入所者削減者数 

地域移行者数、施設入所者削減数は、目標値を下回っています。 

これは、長年入所している利用者が多く、環境を変えることについての準備や理解に

時間がかかっていることによるものです。 
 

〔第５期計画の目標〕 
 

項   目 数 値 備   考 

基準値 
H28 年度末時点の施
設入所者数 

52人 ・H29.3.31現在の施設入所者数 

成果 
目標 

地域生活移行者数 
5人 
（9％） 

・H32年度末段階で、施設入所者のうち、グループホーム、
一般住宅等へ移行する人数（割合は、地域生活移行者数
を施設入所者で除した値） 

削減見込 
2人 
（2％） 

・H32年度末段階での削減見込数 
（割合については、削減見込数を H29.3.31時点の施設入
所者で除した値） 

※地域生活移行者数とは、福祉施設に入居している障害のある人が、自立訓練事業を利用し、グループ

ホーム、一般住宅等に移行する人数のことです。 
 

地域移行に係る成果目標は、国の基本指針により平成 28年度末時点の施設入所者数

を基準として設定しています。 

地域移行を進めるにあたっては、県や福祉圏域の自治体、障害福祉サービス事業者や

当事者団体、家族会等と協力しながら、必要な相談支援、居住サービス（グループホー
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ム等）を充実させ、地域への移行を進めます。また、広報活動や「理解促進研修・啓発

事業」等により、障害についての理解を促し、障害のある人に対する差別や偏見意識の

解消に努め、障害のない人と共に安心して暮らせる地域環境の改善に努めます。 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（新規） 

〔第５期計画の目標〕 
 

項   目 数 値 備   考 

目標値 
保健・医療・福祉関係
者による協議の場の
設置 

１協議体 
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
を目指す 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築について、保健・医療・福祉関係者

等による協議を実施します。 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備（新規） 

〔第５期計画の目標〕 
 

項   目 数 値 備   考 

目標値 
地域生活支援拠点等
の整備 

１箇所 ・面的整備型の地域生活支援拠点の整備を目指す 

地域生活支援拠点等とは、障害のある人の高齢化・重度化や重度の心身障害のある人

等の地域生活への対応や「親亡き後」を見据えて、相談、体験の機会・場、緊急時の受

け入れ・対応など居住支援のための機能を、地域の実情に応じて創意工夫により整備し、

障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。 

市では、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の障害福祉サービス等の整備状

況等の地域の状況を踏まえながら、関係機関等と整備に向けて検討します。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等（継続） 

〔第４期計画の実績〕 
 

項   目 数 値 備   考 

基準値 
H24年度の一般就労
移行者数 

2人 
・H24年度において福祉施設を退所し、一般就労した
方の人数 

目標値 
H29年度中の一般就
労移行者数 

6人 
（3倍） 

・H24年度の移行実績の 3倍 

実績値 
H29年度中の一般就
労移行者数 

5人 
（2.5倍） 

・平成 29年度中に施設を退所し、一般就労する方の人
数 

一般就労移行者数は、ほぼ目標値通りとなっています。 

今後も、就労や定着を支援する事業者との連携を強化し、一般就労移行者を増やして

いくことが求められます。 

 

 



23 

〔第５期計画の目標〕 
 

項   目 数 値 備   考 

基準値 
H28年度の 

一般就労移行者数 
5人  

成果 
目標 

H32年度の 
一般就労移行者数 

8人 
H32年度中に福祉施設を退所し、一般就労する方の人数 
H28年度移行実績の 1.5倍 

※一般就労移行者数とは、福祉施設を利用している障害のある人が、就労移行支援事業等（生活介護、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を利用し、一般就労に移行する人数のことです。 
※一般就労の範囲については、就労継続支援Ａ型の利用者となった方を除きます。 

 

一般就労移行に係る成果目標は、国の基本指針により平成 28年度の一般就労移行者

数を基準として設定しています。 

一般就労移行を進めるにあたっては、障害のある人の雇用について事業主の理解を

深め、障害者法定雇用率の達成を図るとともに、ハローワーク、商工会等関係機関と連

携しながら障害のある人の雇用機会の拡大を働きかけます。また、障害のある人や支援

事業者、企業への働きかけにより、就労移行支援事業の活用を推進します。さらに、障

害のある人が雇用された後の職場への適応と就労の継続に向けた支援を行うため、事

業主等に対してトライアル雇用やジョブコーチ制度の導入を働きかけます。 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等（新規）【障害児福祉計画】 

〔第５期計画の目標〕 
 

項   目 数 値 備   考 

目標値 児童発達支援センター １箇所  

目標値 保育所等訪問支援体制の構築 １箇所  

目標値 
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業
所の確保 

１箇所  

目標値 
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサー
ビス事業所の確保 

１箇所  

目標値 医療的ケア児支援のための協議の場の設置 実施  

本市での児童発達支援センター、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、単独での設置

は難しいことから、受け入れ実績のある事業所と連携し、受け入れ体制の整備について

検討します。 

医療的ケア児支援のための協議の場の設置に向けて、関係者と連携して取り組みま

す。 
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２．障害福祉サービス等の活動指標 

成果目標を達成するために必要な量の見込みを活動指標としてサービスごとに設定し

ます。 

 

（１）訪問系サービス 

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

居宅介護 
重度訪問介護 
重度障害者等包括支援 
行動援護 
同行援護 

人分 
時間分 

38 
527 

35 
438 

34 
448 

40 
779 

41 
784 

42 
789 

※一月あたりの平均値 

 

平成 27～29年度の利用実績は、利用人数・利用時間とも見込量を下回り、減少傾向

となっています。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 

見込量 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

平成 
32年度 

居宅介護 
重度訪問介護 
重度障害者等包括支援 
行動援護 
同行援護 

人分 
時間分 

35 
508 

37 
481 

39 
507 

※一月あたりの平均値 

 

障害のある人を地域で支えるための基本事業である訪問系サービスについては、成

果目標である「施設入所者の地域生活への移行」や「入院中の精神障害者の地域生活へ

の移行」を達成するためにも重要なサービスであることから、事業所等と連携を図りな

がら、必要量の確保に努めます。 
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（２）日中活動系サービス  

①日中活動サービス（短期入所を除く） 

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

生活介護 
人分 
人日分 

92 
1,887 

97 
2,028 

99 
2,030 

101 
2,015 

109 
2,176 

118 
2,350 

自立訓練（機能訓練） 
人分 
人日分 

4 
38 

1 
6 

0 
0 

5 
24 

5 
25 

5 
26 

自立訓練（生活訓練） 
人分 
人日分 

1 
18 

3 
28 

5 
86 

1 
10 

1 
10 

1 
10 

就労移行支援 
人分 
人日分 

5 
92 

12 
215 

9 
161 

6 
61 

6 
61 

7 
105 

就労継続支援（Ａ型） 
人分 
人日分 

46 
975 

52 
1,060 

53 
1,121 

43 
827 

49 
944 

56 
1,078 

就労継続支援（Ｂ型） 
人分 
人日分 

66 
1,205 

74 
1,368 

82 
1,398 

69 
1,242 

73 
1,309 

77 
1,380 

療養介護 人分 13 13 12 11 11 11 

※一月あたりの平均値 

 

自立訓練（生活訓練）は平成 28～29年度、就労継続支援は平成 27年度、療養介護は

平成 27～29年度において、利用実績が利用人数・利用日数とも見込量を上回っていま

す。特に、自立訓練（生活訓練）は、利用が増加傾向にあり、量の確保が求められます。 
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〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

生活介護 
人分 
人日分 

101 
1,951 

104 
2,038 

107 
2,129 

自立訓練（機能訓練） 
人分 
人日分 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

自立訓練（生活訓練） 
人分 
人日分 

6 
69 

7 
80 

8 
92 

就労移行支援 
人分 
人日分 

19 
326 

26 
454 

36 
632 

就労継続支援（Ａ型） 
人分 
人日分 

55 
1,045 

57 
1,083 

59 
1,121 

就労継続支援（Ｂ型） 
人分 
人日分 

88 
1,565 

99 
1,778 

111 
2,021 

就労定着支援（新規） 人分 6 7 8 

療養介護 人分 12 12 12 

自立生活援助（新規） 人分 1 1 1 

※一月あたりの平均値 

 

精神障害者手帳所持者数の増加等から、自立訓練（生活訓練）や就労移行支援サービ

スの必要性はますます高くなると思われます。 

成果目標である「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」「福祉施設

から一般就労への移行」を達成するためにも必要なサービスであることから、さらに充

実するように努めます。 

そのためにも、関係機関と連携し、障害のある人が望む地域生活の支援のため、必要

なサービスの量と質の確保に努めます。 
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②短期入所 

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

短期入所（合計） 
人分 
人日分 

23 
105 

23 
96 

29 
106 

29 
112 

35 
126 

41 
146 

福祉型短期入所 
人分 
人日分 

22 
99 

22 
94 

28 
99 

27 
95 

32 
108 

38 
126 

医療型短期入所 
人分 
人日分 

1 
6 

1 
2 

1 
7 

2 
17 

3 
18 

3 
20 

※一月あたりの平均値 

 

平成 27～29年度の利用実績は、おおむね利用人数・利用日数とも見込量を下回って

います。利用人数は減少傾向、利用日数は増加傾向となっています。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所（合計） 
人分 
人日分 

34 
148 

39 
190 

45 
242 

福祉型短期入所 
人分 
人日分 

32 
138 

36 
175 

41 
222 

医療型短期入所 
人分 
人日分 

2 
10 

3 
15 

4 
20 

※一月あたりの平均値 

 

障害のある人にとって、介護者が病気などで介護ができない時に、短期的に入居でき

る施設の確保は重要です。 

今後とも近隣市を含めた事業所等の協力を得て、サービス供給体制の確保に努めま

す。 
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（３）居住系サービス  

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

共同生活援助 
（グループホーム） 

人分 30 35 34 29 31 34 

施設入所支援 人分 50 52 53 47 47 46 

※一月あたりの平均値 

 

共同生活援助（グループホーム）は平成 27年度、施設入所支援は平成 27～29年度に

おいて、利用実績が見込量を上回っています。特に、施設入所支援は、利用が増加傾向

にあり、量の確保が求められます。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

共同生活援助 
（グループホーム） 

人分 36 38 40 

施設入所支援 人分 53 53 53 

自立生活援助（新規） 人分 1 1 1 

※一月あたりの平均値 

 

共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援は少しずつではありますが増加傾向

を示しており、今後もニーズが高くなることが想定されます。 

しかし、近年、福祉職の人材確保が困難な状況であること等から、施設の大幅な増加

は難しいと思われるので、住み慣れた地域で暮らし続けることを希望する障害のある

人が、地域で生活するために必要となるサービスの充実に努めます。 
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（４）相談支援  

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

計画相談支援 人分 53 51 53 40 43 47 

地域移行支援 人分 0 1 0 1 1 1 

地域定着支援 人分 0 0 0 1 1 1 

※一月あたりの平均値 

 

計画相談支援は平成 27～29年度において、利用実績が見込量を上回っています。利

用は増加傾向にあり、量の確保が求められます。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

計画相談支援 人分 55 57 59 

地域移行支援 人分 0 1 1 

地域定着支援 人分 1 1 1 

※一月あたりの平均値 

 

単身世帯の増加や障害者の高齢化など、障害福祉サービスを必要とする人はますま

す増加すると見込まれます。新たなサービス対象者が必要なサービスを利用するため

にも、計画相談支援の必要性は高まります。 

そのために、事業所等と連携し、適正なサービス提供が行われる体制の整備に努めま

す。 
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（５）障害児通所支援【障害児福祉計画】  

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

児童発達支援 
人分 
人日分 

22 
238 

27 
243 

29 
266 

12 
153 

12 
158 

13 
163 

放課後等デイサービス 
人分 
人日分 

61 
738 

66 
958 

70 
1,034 

50 
476 

54 
514 

58 
555 

保育所等訪問支援 
人分 
人日分 

0 
0 

2 
3 

0 
0 

2 
- 

4 
- 

8 
- 

※一月あたりの平均値 

 

児童発達支援、放課後等デイサービスは平成 27～29年度において、利用実績が利用

人数・利用日数とも見込量を上回っています。ともに利用は増加傾向にあり、量の確保

が求められます。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

児童発達支援 
人分 29 35 41 

人日分 264 324 397 

放課後等デイサービス 
人分 80 90 100 

人日分 1,120 1,260 1,400 

保育所等訪問支援 
人分 1 1 1 

人日分 1 1 1 

居宅訪問型 
児童発達支援（新規） 

人分 0 0 0 

人日分 0 0 0 

※一月あたりの平均値 

 

児童発達支援、放課後等デイサービスの利用実績が見込み量より大幅に増加してい

る状況から、身近な地域で適正な支援が受けられるよう、関係機関と連携を図り、必要

なサービス量の確保に努めます。 
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（６）障害児相談支援【障害児福祉計画】  

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

障害児相談支援 人分 20 19 18 19 20 21 

※一月あたりの平均値 

 

平成 27年度の利用実績は見込量を上回っているものの、平成 28～29年度は下回り、

減少傾向となっています。 

 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

障害児相談支援 人分 20 21 22 

※一月あたりの平均値 

 

放課後等デイサービスなど障害児通所支援を利用する対象者の増加が見込まれるこ

とから、関係機関と近隣市の事業所との連携を図り、必要なサービス量の確保に努めま

す。 

 

（７）発達相談センター 

〔第５期計画の活動指標〕 
 

サービス名 単位 

実績 見込量 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

平成 
32年度 

発達相談 人（延） - - 276 300 324 360 

平成 29年４月から、心身の発達に関する総合相談の窓口として開設しました。 

発達の気になる幼児から成人の方まで、関係機関と連携して継続的にサポートしま

す。 
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３．地域生活支援事業の活動指標 

（１）地域生活支援事業の利用実績 

〔第４期計画の実績〕 
 

サービス名 単位 

実績値 見込量 

平成 
27年
度 

平成 
28年
度 

平成 
29年
度 

平成 
27年
度 

平成 
28年
度 

平成 
29年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 無 無 無 無 有 有 

相談支援事業        

 
障害者相談支援事業 

実施箇所数 6 6 6 6 6 6 

延利用者数 472 448 402 478 532 591 

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 無 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 実利用者数 申請無 申請無 有 有 有 有 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 無 無 有 有 

意志疎通支援事業 実利用件数 68 76 62 68 70 73 

日常生活用具給付事業 総給付件数 648 647 666 756 789 823 

 介護・訓練支援用具 給付件数 0 0 0 3 3 3 

 自立生活支援用具 給付件数 3 4 4 6 6 6 

 在宅療養等支援用具 給付件数 0 5 0 2 2 2 

 情報・意思疎通支援用具 給付件数 5 3 1 3 3 3 

 排泄管理支援用具 給付件数 639 627 660 741 774 808 

 住宅改修費 給付件数 0 2 1 1 1 1 

手話奉仕員等養成研修事業 修了者数 入門 12 基礎 6 入門 18 入門 20 基礎 15 入門 20 

移動支援事業 
実利用者数 56 55 53 59 61 63 

延利用時間数 4,286 4,121 3,677 5,365 5,893 6,474 

地域活動支援センター 実施箇所数 9 9 6 10 10 10 

訪問入浴サービス事業  
実利用者数 0 1 0 1 1 1 

延利用回数 0 17 0 48 48 48 

生活訓練等事業 実利用者数 5 0 0 11 8 11 

日中一時支援事業  
実利用者数 40 25 24 46 46 46 

延利用回数 3,084 1,112 1,051 2,107 2,215 2,328 

レクリエーション活動等事業 
（障害者スポーツ交流大会） 

参加者数 194 182 179 218 227 236 

自動車運転免許取得費助成 実利用者数 0 0 0 1 1 1 

自動車改造費助成事業  実利用者数 0 1 1 3 3 3 

平成 27～29年度の実績値は、おおむね見込量を下回っています。基幹相談支援セン

ターは設置が遅れています。 
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（２）地域生活支援事業の見込量 

〔第５期計画の活動指標〕 

 サービス名 単位 
見込量 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 

相談支援事業     

 
障害者相談支援事業 

実施箇所数 6 6 6 

延利用者数 440 440 440 

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 有 

成年後見制度利用支援事業 実利用者数 有 有 有 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 有 

意志疎通支援事業 実利用件数 71 73 75 

日常生活用具給付事業 総給付件数 675 677 679 

 介護・訓練支援用具 給付件数 1 1 1 

 自立生活支援用具 給付件数 4 4 4 

 在宅療養等支援用具 給付件数 2 2 2 

 情報・意思疎通支援用具 給付件数 2 2 2 

 排泄管理支援用具 給付件数 665 667 669 

 住宅改修費 給付件数 1 1 1 

手話奉仕員等養成研修事業 修了者数 基礎 15 入門 20 基礎 15 

移動支援事業 
実利用者数 55 55 55 

延利用時間数 4,121 4,121 4,121 

地域活動支援センター 実施箇所数 9 9 9 

訪問入浴サービス事業  
実利用者数 1 1 1 

延利用回数 52 52 52 

生活訓練等事業 実利用者数 3 3 3 

日中一時支援事業  
実利用者数 25 25 25 

延利用回数 1,112 1,112 1,112 

レクリエーション活動等事業 
（障害者スポーツ交流大会） 

参加者数 180 190 200 

自動車運転免許取得費助成 実利用者数 1 1 1 
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○ 地域生活支援事業全般について理解を広め利用を促進するために、パンフレット（「障

害のある方の福祉制度のご案内」）を作成し、新規障害者手帳取得者に配布します。ま

た、市ホームページ、広報紙やケーブルテレビ、ＦＭラジオ等で地域生活支援事業の各事

業を紹介し、事業の周知をしていきます。 

○ 理解促進研修・啓発事業については、地域住民や障害のある人と関わる方等に対して、

障害の理解を深める講演会や研修を行います。さらに、地域住民と当事者や事業所等との

交流会の機会を増やしていきます。 

○ 自発的活動支援事業については、当事者団体や家族会、ボランティア団体等の意見を尊

重しながら、地域に合った事業を推進します。 

○ 相談支援事業については、相談支援事業者等と更に連携し、福祉サービスの利用援助や

日常生活全般の相談への対応、専門機関への紹介など、相談支援の充実を図るとともに相

談支援事業者を支える体制づくりのため、基幹相談支援センターの機能を構築します。 

また、障害の範囲の広がりや法改正等に対応するため、研修会の開催等自立支援協議会等

を通じて、障害福祉サービス事業者、保健・医療・労働関係者、行政等の各相談機関の連

携による相談支援体制の更なる強化を図ります。 

○ 成年後見制度利用支援事業については、当制度を利用することが有用と認められる知的

障害、又は精神障害のある方等の権利を守ることができるよう、制度の周知と利用の支援

を行います。  

○ 手話奉仕員等養成研修事業及び、意志疎通支援事業については、支援を担う手話奉仕員

や要約筆記者の人材育成を行います。 

○ 日常生活用具給付事業については、重度の身体障害者（児）、難病患者等が在宅での日

常生活をより円滑に行うために、必要な用具が利用できるよう情報提供等を行います。 

○ 移動支援事業については、外出支援により地域における自立生活及び社会参加を促すこ

とが必要な人に対して、サービス提供を実施します。 

○ 地域活動支援センター事業については、医療・福祉・地域連携強化の調整、ボランティ

ア育成、障害理解促進普及啓発、相談支援事業を実施します。関係機関と連携を図り、機

能を強化することで、障害のある人のより豊かな地域生活を支援します。 

○ 日中一時支援事業については、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護

している家族の一時的な休息を確保する事業です。より利用しやすいサービス提供体制が

確保できるように関係機関と連携します。 

○ レクリエーション活動等事業については、個々の状況に配慮したスポーツ・レクリエー

ション活動を支援します。また、障害の有無に関わらず交流できる機会の充実を支援して

いきます。 
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第５章 計画の推進 

第１節 推進体制の整備 

本計画の推進にあたっては、地域における障害のある方等の心身の状況、その置かれて

いる環境その他の事情及びニーズを正確に把握するように努めます。 

また、野々市市障害者自立支援協議会を核として、相談支援の提供体制の確保を含む障

害のある方等への支援体制を整備し、本計画の推進を図ります。 

 

第２節 計画の進行管理 

計画の進捗管理は、計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その進捗状況を定期的に把

握し評価したうえで（Check）、その後の取り組みを改善する（Action）、ＰＤＣＡサイ

クルを基本とします。 

評価は、庁内での事業評価と野々市市障害者自立支援協議会での意見交換によって実

施し、翌年度の事業を改善していくことで、計画を推進します。 

 

（障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセス） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の内容や事業の改善を

踏まえ、事業を実施する。 

■事業評価や野々市市障害者自立支援協議会での

意見交換の結果を踏まえ、事業の改善を行う。 

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福

祉サービス等の見込量やその他確保方策等を定める。 

■成果目標及び活動指標については、毎年実績を把握し、障害者施策や関連

施策の動向も踏まえながら、庁内で事業評価を行う。 

■基本計画の年次評価と合わせて、野々市市障害者自立支援協議会に実績を

報告し、関係者と意見交換をすることで事業の改善を図る。 

・障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ

ス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

国の基本指針 

計画（Plan） 

改善（Act） 実行（Do） 

評価（Check） 


